
 

2026年度（令和8年度）  中部
なかべ

奨学会奨学生募集要項  

 
 

中部奨学会では、以下の募集要領により、２０２６年度奨学生を募集します。  

 

１．応募資格  

大 学 学 部 ・ 大 学 院 に 在 籍 す る 学 生 （ 学 年 は 問 わ な い ） で 人 物 ・ 学 業 と も に 特 に  

優れ 、健 康に し て経 済的 理由 （独 立 行政 法人 日本 学生 支 援機 構が 実施 する 第 二種  

学資金の対象となる者と同程度（別紙参照））により著しく就学が困難な者  

 

２ . 募集人員       

支  給  生     大学院博士後期課程   ３名  

支  給  生     大学院博士前期課程   ２名  

支  給  生     大学（含短期大学）   ２名  

貸  与  生     大学院博士前期課程   ２名  

貸  与  生     大学（含短期大学）   ３名  

 

３ . 募集期間  

２０２６年４月１日（水）より５月１０日（日）必着まで  

 

４．奨学金の額（月額）  

大学院博士後期課程     ６０，０００円（支給）  

大学院博士前期課程     ６０，０００円（支給・貸与）  

大学（含短期大学）     ３５，０００円（支給・貸与）  

 

５．奨学金の貸与・支給の期間  

２０２６年４月から、在学校における最短修業年限の終期まで  

 

６．提出書類  

1)奨学生願書  

2)奨学生推薦調書  

①在学校長等の推薦書：書式は自由ですが、以下の項目は必ず記入して下さい  

 宛名：公益財団法人  中部奨学会  理事長  宛  

被推薦者（出願者）の氏名  

被推薦者（出願者）の在学校名、学部、学科あるいは研究科、専攻、学年等  

推薦所見、推薦文  

在学校名・学校長（学長）名の記名・押印  

②成績証明書  

新入生：出身学校あるいは出身課程の成績証明書  

在学生：在籍する大学あるいは課程の成績証明書  

3)２０２５年分の収入に関する証明書類（源泉徴収票又は確定申告書 (写し可)）  
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７ . 書類提出方法および期限  

提出方法：在学校奨学金担当部署から郵送にて出願願います。  

提出期限：２０２６年５月１０日（日）必着  

８．採用者決定および通知  

２０２６年６月下旬までに選考委員会にて採用を決定し、応募大学（奨学金  

ご担当部署）あてに採否を通知します。  

９．貸与金の返還  

奨学金（貸与金）の返還は、貸与終了１年後から開始し、１５年以内に完済して  

いただきます。返還期間は選択できます。  

貸与奨学金は無利息です。  

支給生については返還の必要はありません。  

１０．その他  

当会奨学規程によります。  

ご不明な点につきましては、中部奨学会ホームページ「お問い合わせ」より  

ご連絡ください。  

１１．応募書類送付先  

公益財団法人  中部奨学会 事務局 

〒253-0052 神奈川県茅ケ崎市幸町 21-3 ユニマット茅ヶ崎駅前ビル 3F 

ホームページﾞ：https://nakabe-foundation.org/

以上   
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（別紙１） 

独立行政法人 日本学生支援機構の第二種奨学金における家計基準 

 

生計維持者（原則あなたの父母（父母ともいない場合は、代わって生計を維持している主たる人）について、次

の基準に該当する必要があります 

 

 

 

（※１）収入については、2024 年（１月～12 月）の収入に基づく 2025 年度住民税情報により算出された貸与額

算定基準額が上表に該当するか審査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

世帯 

人数 
想定する世帯構成 

(★)が給与所得者の世帯 

（年間の総収入金額） 

(★)が給与所得者以外の世帯 

（年間の所得金額） 

２人 本人、親Ａ(★) １,１80 905 

３人 本人、親Ａ(★)、親Ｂ(無収入) １,１27 891 

４人 本人、親Ａ(★)、親Ｂ(★※)、高校生 １,309 937 

５人 本人、親Ａ(★)、親Ｂ(★※)、高校生、中学生 １,３87 1,003 

 

 

 

 

 

＜日本学生支援機構「貸与奨学金（大学等で受ける第二種奨学金の家計基準（在学採用）」より関係部分を抜粋＞ 

 

希望する奨学金 家計基準（※１） 

第二種奨学金 生計維持者の貸与額算定基準額が 381,500 円以下であること 

 

【参考】収入・所得の上限額の目安（第二種） 

表中の数字はあくまで目安です。収入基準は 2024 年の収入・所得に基づく住民税情報等により設定されているため、 

世帯構成、障がい者の有無等により、目安の金額を上回っていても基準を満たす場合や下回っていても基準を満たさない

場合があります。                                                         (単位：万円) 

※親Ｂは、例として、給与所得の場合(左表)は収入 300 万円、給与所得以外の場合(右表)は所得 200 万円と 

しています。 


